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○経緯

次期総合計画の「経営方針」が令和６年度に策定され、

本年度「行動計画」を策定する作業をしています。

次期総合計画と合わせ、次期森林共生基本計画を策定する

ため、６月の審議会では計画の方向性を報告しました。

本審議会では、次期計画案をお諮りします。
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○本資料の概要

以下のとおり、計画案を章別に説明します。



期間

策
定
の
趣
旨

位置
付け

｢静岡県森林と県民の共生に関する条例｣第11条に基づき、
森林との共生に関する施策を総合的・効果的に推進する
ため、森林や林業・木材産業を取り巻く現状と社会経済
情勢の変化を踏まえ、｢静岡県森林共生基本計画｣を策定

次期静岡県総合計画を森林・林業の面から補完する
分野別計画

令和７年度から令和10年度(４年間)

現
状
や
社
会
情
勢

• 46年生以上の森林が９割を超え、20年生以下の若齢林
が極端に少ない偏った林齢構成→主伐・再造林が必要

• 林業成長産業化プロジェクトなどに取り組んだ結果、
木材生産量はＶ字回復し概ね45万ｍ３で推移

• 生物多様性やカーボンニュートラル等の関心の高まり
やデジタル技術革新の進展などの好影響

• 気候変動や人口減少など対策が必要な情勢変化

(1)林業の生産性の向上

(2)県産材製品の需要拡大

(3)人材の育成

(1)森林の適切な管理・整備

(2)多様性のある豊かな森林
に向けた整備・保全

(3)森林吸収源の確保

(1)県民と協働で進める
森林づくり

(2)地域資源を活かした
山村づくり

○林業イノベーション ○森林の集積・集約化
○県産材の安定供給体制構築 ○主伐・再造林の促進

○製材・加工体制強化
○公共施設での率先利用や民間建築物での利用
○認証材等の安定供給と利用促進

○技術者の確保・育成 〇林業経営体の経営力強化

方向１
持続可能な林業・木材産業の推進
【成果指標】１経営体当たりの林業産出額

R6 5,710万円 → R10 6,280万円

方向２
森林の公益的機能の維持・増進
【成果指標】適正に管理されている森林面積

R6 322,966ha → R10 332,000ha

方向３
社会全体で取り組む魅力ある森林づくり
【成果指標】緑化活動等に参加する県民

R6 累計3,990千人 → R10 累計4,000千人

基
本
計
画

○デジタル情報基盤の整備 〇適切な森林経営管理

○森林保全による県土強靭化
○公益的機能の回復と発揮 ○無秩序な開発の防止
○自然環境の保全

○間伐等の森林整備 ○若返りを図る主伐再造林
○CO2の貯蔵庫となる県産材製品の利用拡大
○バイオマス利用への供給拡大

○県民の理解促進
〇自然とふれあうライフスタイル
○森づくり・緑化活動 ○森林環境教育

○新たな山村価値を活かした交流拡大
○特用林産物等の地域資源の活用

基
本
理
念

目
指
す
姿

｢

森
林
と
の
共
生｣

に
よ
る
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現

森
林
・
林
業
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
た
ち
の
幸
福
度
の
向
上

静岡県森林共生基本計画(概要) 3



(案)

静岡県森林共生基本計画
令和７年度 ▶ 令和10年度

令和８年 月

静岡県 経済産業部 森林・林業局
静岡県 くらし・環境部環境局
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第１章 計画の基本的事項 ①

２ 計画の位置付け

・県総合計画の分野別計画

・「ものづくり振興条例」に基づく実施計画

静岡県森林と県民の共生に関する条例

第11条 知事は、森林との共生に関する施策その他の取組を総合的かつ効果的に推進するため、森林との
共生に関して県民の共通の目標となる基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。

２ 基本計画には、森林との共生に関する中長期的な目標、取組の方向その他の必要な事項を定めるものと
する。

３ 知事は、必要に応じて基本計画に森林との共生に関する施策を重点的に推進するための地域を定めるこ
とができる。

４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、広く県民に意見を求めるものとする。

５ 知事は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。

６ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。

【静岡県森林共生基本計画】

「静岡県森林と県民の共生
に関する条例 第11条」

静岡県
総合計画

分野別計画

１ 計画策定の趣旨

5

「静岡県森林と県民の共生に関する条例」第11条に規定



第１章 計画の基本的事項 ②

３ 計画期間

• 現総合計画の基本構想は概ね10年程度（H30～R9年度）、行動計画は、前期４年、
後期４年の計画であり、現共生基本計画は、この期間に合わせて策定

• 次期共生基本計画は、次期総合計画の期間と合わせR7～R10年度の４年間を計画
期間とする。

４ 計画の実施

• 施策の進捗状況と成果を評価し、社会経済情勢の変化に対応
したPDCAサイクルにより継続的改善を図る。

• 実施状況や見直しの内容を、毎年「静岡県森林共生白書」に
より公表。

前期計画（H30～R3） 後期AP（R4～R7）

H30 R4 R10R8

現総合計画（基本構想）（H30～R9）

R7

次期総合計画
（R7～R10年度）

森林共生基本計画 森林共生基本計画

次期森林共生基本計画

6

R7年度は
見直し期間



１ 本県の森林の現状

第２章 森林や林業・木材産業を取り巻く現状と社会経済情勢① 7

森林資源

• 資源として利用可能な46年生以上
の森林が９割を超える

• 20年生以下の若齢林が極端に少な
い偏った林齢構成

• 循環利用に向けて、主伐・再造林
による平準化が必要

２ 本県の森林・木材産業の現状

木材生産

• 平成22年に25万ｍ３まで減少

• 林業成長産業化プロジェクトなど
に取り組んだ結果、Ｖ字回復

• 令和元年には48万ｍ３

その後、概ね45万ｍ３で推移

• 令和６年は住宅需要の減少が影響

Ｈ22を底に
Ｖ字回復



３ 森林に対する国民の期待

第２章 森林や林業・木材産業を取り巻く現状と社会経済情勢② 8

森林に期待する働き

１「地球温暖化防止に貢献する働き」

２「山崩れや洪水等の災害を防止する働き」

３「水資源を蓄える働き」

自然環境の保全と人々の生活を支える
役割が求められている。

４ 県民の参加

森づくり県民大作戦

• R1まで２万８千人程度で推移

• R2は、コロナ禍で、大幅に減少

• R3以降、広報等の強化により
回復傾向

「森林と生活に関する世論調査」（R5.10内閣府)



第２章 森林や林業・木材産業を取り巻く現状と社会経済情勢③ 9

３ 森林や林業・木材産業を取り巻く社会経済情勢の変化

計画推進にプラスとなる変化 対策が必要となる変化

○生物多様性の重要性と関心の高まり

・ネイチャーポジティブや30by30などの動き

・自然共生サイトや企業におけるTNFD(自然関連財
務開示タスクフォース)など、関心の高まり

〇2050年カーボンニュートラル

・世界各国が2050年カーボンニュートラルを表明

・森林吸収源の確保がますます重要に

〇デジタルなどの技術革新の進展

・革新的技術で生活や経済活動のあり方が変化

・ＩＣＴやＡＩの導入・活用、機械や技術の進歩
により、生産性や安全性の向上に期待

〇森林や林業・木材産業における法改正

・森林経営管理制度に新たな仕組みを追加

・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
法律における川上・水際の合法性確認の義務化

・特定技能制度の改正による外国人材の受け入れ

○森林の総合利用に向けた取組

・地域資源の発掘と付加価値向上等の取組による
「森業」の広がり

〇気候変動による災害の多発化・激甚化

・気候変動に伴う豪雨の増加や台風の大型化に
よる自然災害の激甚化

・大規模な地震や津波による災害発生の可能性

〇木材需給の変化や輸出入の不透明化

・木材需要は減少したものの、自給率は近年で
最高値を示す。

・住宅建築の減少や国産材への転換の動きから
製材品輸入量は減少

〇人口減少と少子高齢化の進行

・森林管理や林業・木材産業の担い手の漸減

・住宅建築の減少に伴う木材需要の減少

・山村の衰退の懸念



第３章 基本方針 10

条例の趣旨に沿った普遍的な基本理念のもと、これまでの方針を踏襲しつつ、

総合計画の目指す姿である「幸福度日本一の静岡県」を念頭に置き、社会経済
情勢の変化を踏まえて、目指す姿を実現するための施策を推進

条例の趣旨に沿った３つの基本方向

方向１
持続可能な林業・木材産業の推進 森林資源の循環利用による「森林との共生」

方向２
森林の公益的機能の維持・増進 森林の適切な整備と保全による｢森林との共生｣

方向３
社会全体で取り組む魅力ある森林づくり 森に親しみ、協働で進める｢森林との共生｣

「森林との共生」による持続可能な社会の実現
～ 環境・経済・社会が調和した森林づくりにより、多面的機能を持続的に発揮 ～

１ 基本理念

２ 目指す姿

森林・林業に関わるすべての人たちの幸福度の向上

３ 基本理念の具体化



第４章 基本計画 11

方向２ 森林の公益的機能の維持・増進

方向３ 社会全体で取り組む魅力ある森林づくり

生産性や安全性の向上に
寄与するリモコン式下刈機

森林認証材を活用した
浜松こども館

高性能林業機械
シミュレータ

(1)森林の適切な管理・整備

(2)多様性のある豊かな森林
に向けた整備・保全

(3)森林吸収源の確保
間伐による適切な

森林管理
治山事業による県土強靭化 エリートツリーの植栽

(1)県民と協働で進める森林づくり

(2)地域資源を活かした山村づくり
ツリークライミング体験 しいたけ生産

成果
指標

１経営体当たりの
林業産出額

現状値
5,710万円

目標値
6,280万円

方向１ 持続可能な林業・木材産業の推進

(1)林業の生産性の向上

(2)県産材製品の需要拡大

(3)人材の育成

成果
指標

適正に管理されて
いる森林面積

現状値
322,966ha

目標値
332,000ha

成果
指標

緑化活動等に参加
する県民

現状値
累計

3,990千人

目標値
累計

4,000千人



第４章 基本計画 12

施策の方向性

施策の中柱

現状・課題

施策の小柱 具体的な取組 小柱の指標



方向１ 持続可能な林業・木材産業の推進 13

（１）林業の生産性の向上 ①

林業イノベー
ションの推進

森林の集積・
集約化の促進

・情報共有のためのプラット
フォームの強化

・デジタル技術や先端技術の
現場実装の促進

・森林クラウドの適切な運用
と高精度森林情報の整備

・高精度森林情報を活用した
森林境界明確化の促進

活動指標 現状値 目標値

先端技術の実証
件数

７件
累計
16件

活動指標 現状値 目標値

森林経営計画認定
面積

79,450ha 87,000ha

ＧＮＳＳ測量機器やリモコン式下刈り機など
先端技術の現場実装を促進

〇県産材の安定供給の取組により、近年の木材生産量は45万m3で推移していますが、
県内需要量を満たしていません。

〇増産に必要な生産性や収益性の向上には、先端技術の活用が不可欠です。

リモートセンシング技術を活用した境界案の作成

微地形図や
林相区分図等の高精度森林情報



方向１ 持続可能な林業・木材産業の推進 14

（１）林業の生産性の向上 ②

活動指標 現状値 目標値

木材生産量 41.1万m3 46万m3

路網の延長
累計

5,853km
累計

6,230㎞

活動指標 現状値 目標値

再造林面積 175ha 400ha

エリートツリー種子
の生産量

27万本分 80万本分

生産・流通の最適化
による県産材の安定
供給体制の構築

収益性の高い
主伐・再造林
の促進

・低コスト生産システムの
定着

・供給と流通の最適化

・低コスト主伐・再造林シス
テムの定着

・エリートツリー種子の安定
生産体制の強化

エリートツリー種子を生産する
閉鎖型採種園

生産団地の設定や路網等の基盤整備
による安定供給体制の構築

〇年間を通じた木材の安定供給体制の構築には、低コスト生産システムの定着などが必要です。

〇効率的な木材生産と、高い林齢に偏った人工林の資源構成の若返りを図るため、主伐と再造
林による確実な更新が必要です。



方向１ 持続可能な林業・木材産業の推進 15

（２）県産材製品の需要拡大

県産材の製材・
加工体制の強化

公共施設での率
先利用や住宅・
非住宅建築物で
の利用促進

・JAS認証取得の支援

・地域の製材工場等への機械
導入や人材確保等の支援

・公共施設での率先利用

・住宅における利用促進

・非住宅建築物における利用
促進

活動指標 現状値 目標値

品質の確かな県
産材製品(JAS製
品等)の供給量

10.3万m3
累計

42.5万m3

活動指標 現状値 目標値

公共部門の県産材
利用量

7,330m3
累計

30,200m3

県産森林認証材
(FSC･SGEC/PEFC)
の安定供給と利
用の促進

・森林認証林の拡大

・森林認証材の供給基盤整備

・県産森林認証材製品の利用
促進

活動指標 現状値 目標値

世界基準の認証取
得森林面積

74,998ha 87,000ha

〇住宅着工数は減少傾向ですが、住宅建築における県産材製品の割合は約３割であり、外国産
材から県産材への転換を進めることで、県産材製品のシェアを拡大することが必要です。

〇「都市（まち）の木造化推進法」施行やＳＤＧｓ推進などにより、木材利用の機運が高まっ
ていることから、非住宅建築物で求められるＪＡＳ製品等の供給体制の強化が必要です。

〇ＥＳＧ投資、カーボンニュートラルの動きなどを、森林認証材をはじめとした木材利用の
機運と捉え、拡大する認証材需要への対応が必要です。



方向１ 持続可能な林業・木材産業の推進 16

（３）人材の育成

森林技術者の
確保と育成強化

林業経営体の
経営力の強化

・林業の魅力発信と新規就業
者の確保

・森林技術者の育成

・林業労働安全の向上

・労働生産性の向上及び就労
環境の改善

活動指標 現状値 目標値

新規就業者数 67人 累計400人

森林技術者数 528人 500人

活動指標 現状値 目標値

木材生産の労働生
産性

4.5m3/人日 5.6m3/人日

持続的経営の定着
を図る経営体数

42経営体 50経営体

〇県内の森林整備事業量は拡大が見込まれることから、林業就業者の確保が必要です。

〇林業労働災害は減少傾向にあるものの、依然として事故発生率が高いため、労働安全対策の
強化が求められています。

〇効率的な生産システムの導入や主伐・再造林の促進に向け、林業経営体の更なる経営改革や
デジタル技術・先端技術を活用できる人材の育成が必要です。

森林の仕事ガイダンス
就業希望者との相談風景

各経営体の課題に応じた
森林技術者の育成
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（１）森林の適切な管理・整備

デジタル情報
基盤の整備

適切な森林経営
管理の促進

・森林ＤＸの促進

・森林経営管理の指針となる
計画づくり

・林業経営体等への森林経営
計画の作成支援

・森林環境譲与税による市町
が行う森林管理等の支援

活動指標 現状値 目標値

森林経営計画認定
面積(再掲)

79,450ha 87,000ha

活動指標 現状値 目標値

高精度森林情報の
オープンデータ化
面積

0ha
累計

26万ha

〇レーザ計測・解析やＩＣＴといった進歩するデジタル技術を活用し、効率的かつ精度の高い
計画に基づいた適切な森林の経営管理や整備の実施が求められています。

〇森林所有者の林業経営に対する意欲が低下し、適切な管理が行われない森林が増えているこ
とから、所有と経営を分離し、森林の管理・整備を進めるため、森林経営管理制度の活用に
よる市町の経営管理・整備を促進する必要があります。

森林クラウドの運用：災害発生箇所の情報共有 適切な間伐等の実施
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（２）多様性のある豊かな森林に向けた整備・保全

森林保全による
県土強靭化

森林の持つ公益的
機能の回復と持続
的な発揮

・災害に強い森林づくりと被
災の軽減

・森の防潮堤づくりの推進

・「流域治水」の考え方に基
づく森林の整備・保全

・荒廃森林の再生

・森林被害対策の実施

・保安林の適正な配備と機能の向上

・森林の無秩序な開発の防止

活動指標 現状値 目標値

森の力再生面積
累計

22,043ha
累計

25,881ha

活動指標 現状値 目標値

山地災害危険地区
の整備地区数

累計
4,146地区

累計
4,190地区

森の防潮堤づくり
の整備延長

累計
14,612m

累計
22,035m

〇大型台風や局地的豪雨の発生状況から、土砂流出防止等の森林が持つ機能の維持・向上が求められています。

〇熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土造成行為の適正化や森林の適正な利用を確保が必要です。

〇大規模地震に伴う津波の発生に備え、防潮堤の整備と連携した海岸防災林の再整備・機能強化が必要です。

〇森の力再生事業による荒廃森林の整備は順調に進捗してきましたが、引き続き、森の力の回復が必要です。

○生物多様性を守り、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐことが重要な課題となっています。また、一部の
増え過ぎた野生動物による生態系のバランス崩壊や農林業被害への対応が求められています。

自然環境の保全

・富士山や南アルプスの自然
環境の保全

・自然環境の適正な管理・利用
と生物多様性の保全

・自然生態系等に深刻な影響
を及ぼす野生動植物の管理

活動指標 現状値 目標値

保護地域と保護地
域以外のOECM面積
(うち自然共生サイト登録分)

累計
245,950ha
(12,129ha)

累計
246,150ha
（25,626ha)

伊豆富士地域ニホ
ンジカ推定生息数

32,700頭 7,000頭
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（３）森林吸収源の確保

間伐等の森林整
備と森林の若返
りを図る主伐・
再造林の促進

貯蔵庫となる県
産材製品の利用
拡大

・カーボンニュートラルの実現に
資する県産材製品の利用促進

・建築物における県産材の炭素
貯蔵量の認定

活動指標 現状値 目標値

炭素貯蔵建築物の
認定件数

32件
累計
177件

活動指標 現状値 目標値

森林整備面積 9,877ha 11,000ha

間伐面積 7,972ha 9,990ha

県内のJ-ｸﾚｼ゙ ｯﾄﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ
認証を受けた面積

累計
25,175ha

累計
31,000ha

・吸収量を確保する森林整備
・低コスト主伐・再造林
・エリートツリー苗木の生産

体制の確立
・森林のJ-クレジット創出拡大

活動指標 現状値 目標値

木質バイオマス用
材生産量

9.4万m3 10万m3

排出削減に寄与
するバイオマス
利用への供給拡大

・県産材の安定供給体制の
確立

・未利用資源の供給体制整備

〇カーボンニュートラル実現に向け、公益的機能の維持・増進が一層重要になるため、間伐等
の森林整備の強化が必要です。二酸化炭素の吸収・固定を活性化するため、高林齢に偏った
人工林の若返りが求められることから、主伐・再造林による更新を進める必要があります。

○木材を建築物に利用することは炭素を長期間貯蔵することに繋がるため、都市部等での木材
利用の拡大と森林資源の循環利用を促す必要があります。

○化石燃料やその由来製品に代わる木質バイオマスの利用の増加が見込まれることから、木質
チップ等の需要に応えるための安定供給体制の構築が求められています。
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（１）県民と協働で進める森林づくり ①

県民の理解促進

自然とふれあう
新 た な ラ イ フ
スタイルの創出

活動指標 現状値 目標値

SNSによる森林・
林業に関する情報
発信件数

218件
毎年度
150件

活動指標 現状値 目標値

自然ふれあい施設
での自然体験プロ
グラム実施回数

178回
毎年度
180回

・森林・林業に関する情報や
様々な魅力を発信

・森林や里山の保全活動への
理解と参加を促進

・自然ふれあい施設等における
多様な自然体験プログラム
の提供

〇幅広い年代の県民に訴求する効果的な広報及び情報発信手法の検討が必要です。

〇屋外活動のニーズが高まっていることから、自然とのふれあいの場や多様な森づくり活動の
展開が求められています。

自然体験プログラム：親子で森の宝物を探そう！県民円卓会議での森林の魅力発信と理解促進
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（１）県民と協働で進める森林づくり ②

森づくり・緑化
活動の促進

森林環境教育
の推進

・県民参加の森づくりの推進

・企業の森づくり活動への
参加促進

・森づくり団体の基盤強化

活動指標 現状値 目標値

しずおか未来の森
サポーター企業数

累計
157社

累計
173社

活動指標 現状値 目標値

森林環境教育に取
り組む市町数

18市町 30市町

・森林環境教育をけん引する
人材の育成と活用

・森林環境教育の普及啓発の
促進

〇企業の森づくり活動は、労力提供や森づくり団体への資金提供に加え、カーボンニュートラ
ルや生物多様性の保全など新たな課題解決に向けた参画が見られ、多様化するニーズを踏ま
えた協働への取組の提案が必要です。

〇自然環境保全等の県民意識の高まりを受け、森づくり活動参画を拡大するため、その大切さ
を伝える人材を確保・育成し、森づくり団体の持続的な活動を促進する必要があります。

県立森林公園における企業の森づくり活動

テイ・エス テック株式会社
森林環境教育指導者プログラム実践
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（２）地域資源を活かした山村づくり

新たな山村価値
を活かした交流
拡大

特用林産物等の
地域資源の活用

活動指標 現状値 目標値

森林サービス産業等
に取り組む団体数

24団体 28団体

活動指標 現状値 目標値

しいたけ生産量 1,537トン 1,850トン

・森林・山村資源を活用した
関係人口の拡大を促進

・森林サービス産業の創出等
への支援

・しいたけ等生産者への支援

・しずおか農林水産物ＧＡＰ
認証取得を促進

〇山村には、豊かな地域資源である森林や美しい景観、文化など都市にはない魅力があり、
多くは山村で生活する人々の活動と都市との交流によって維持されていることから、山村の
資源や魅力を活かし、継続的に関わる関係人口を拡大していくことが重要です。

〇特用林産物は山村の重要な地域資源ですが、しいたけについては生産者の減少にともない
生産量が落ち込んでいるため、新規生産者の確保や販路拡大に向けた取組が必要です。

森林・海・川体験ツアーの開催

愛の宮保育園×丸高ティｰティ株式会社×松崎町
特用林産物（原木しいたけ）
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成果指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

1経営体当たりの林業産出額
（全県の産出額）

1林業経営体あたりの木材生産活動に係る林業産
出額
(農林水産省「林業産出額」、森林整備課)

(R6年)
5,710万円
(43億円)

(R10年)
6,280万円
(47億円)

○

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

先端技術の実証件数
FAOIプロジェクト等により現場実装に取り組んだ
件数(森林計画課)

(R6年度)
7件

(R7～10年度)
累計16件

○

森林経営計画認定面積
計画的かつ効率的な森林経営・施業を行うため、
森林法に基づく森林経営計画の認定を受けた森林
面積(森林計画課)

(R6年度)

79,450ha

(R10年度)

87,000ha
○

木材生産量
県内の森林から生産された木材(丸太)の体積
(森林整備課)

(R6年)
41.1万m3

(R10年)
46万m3

効率的な森林整備を実現する路網の延長
効率的な森林整備を実現するために整備した林道
や森林作業道等の路網延長(森林整備課)

(R6年度)
累計5,853㎞

(R10年度)
累計6,230㎞

再造林面積
主伐跡地への植栽や天然更新により再造林した森
林の面積(森林整備課)

(R6年度)
175ha

(R10年度)
400ha

エリートツリー種子の生産量
エリートツリーの苗木の生産に必要な種子の生産
量(苗木本数換算)(森林整備課)

(R6年度)
27万本分

(R10年度)
80万本分

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

住宅や建築物で利用される品質の確かな

県産材製品(ＪＡＳ製品等)の供給量

強度・寸法・乾燥等の一定の基準に合格した県産
材製品の供給(出荷)量(林業振興課)

(R6年度)
10.3万m3

(R7～10年度)
累計42.5万m3

○

公共部門の県産材利用量
県・市町が整備した公共施設・公共土木工事にお
ける県産材の利用量(林業振興課)

(R4～6年度平均)
7,330m3

(R7～10年度)
累計30,200m3

世界基準の認証取得森林面積
FSCまたはSGECの森林認証を取得した森林の面積
(森林計画課)

(R6年度)
74,998ha

(R10年度)
87,000ha

方向１ 持続可能な林業・木材産業の推進

（１）林業の生産性の向上

（２）県産材製品の需要拡大
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成果指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

森林の公益的機能発揮のため適切に管理

されている森林の面積

水源涵養、災害防止、生物多様性の保全など、森
林の持つ公益的機能の発揮のため、適切適正に管
理されている森林面積(森林計画課)

(R6年度)

322,966ha

(R10年度)

332,000ha
○

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

高精度森林情報のオープンデータ化面積
高精度森林情報のオープンデータカタログ掲載面
積(森林計画課)

(R6年度)
0ha

(R10年度)
26万ha

○

森林経営計画認定面積
計画的かつ効率的な森林経営・施業を行うため、
森林法に基づく森林経営計画の認定を受けた森林
面積(森林計画課)

(R6年度)

79,450ha

(R10年度)

87,000ha
○

方向２ 森林の公益的機能の維持・増進

（１）森林の適切な管理・整備

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

林業への新規就業者数
林業に新規就業した人数
(林業振興課)

(R6年度)

67人

(R7～10年度)

累計400人
○

森林技術者数
木材生産や森林整備において安全で効率的な作業
を行うことができる技術者の人数
(林業振興課)

(R6年度)

528人

(R10年度)

500人

木材生産の労働生産性
木材生産における労働者１人１日当たりの生産量
(林業振興課)

(R6年度)

4.5m3/人日

(R10年度)

5.6m3/人日

持続的経営の定着を図る経営体数
生産性の向上や増産に取り組み、持続的経営の定
着を図っている林業経営体等の経営体数
(林業振興課)

(R6年度)

42経営体

(R10年度)

50経営体

（３）人材の育成
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活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

森林の多面的機能を持続的に発揮させる

森林整備面積

森林の有する多面的機能が持続的に発揮される状
態に保つために必要な植栽、下刈、間伐等の整備
を行った森林の面積(森林整備課)

(R6年度)

9,877ha

(R10年度)

11,000ha

森林の二酸化炭素吸収量を確保する間伐

面積

森林の二酸化炭素吸収量を確保するため必要な間
伐を行った森林の面積(森林整備課)

(R6年度)

7,972ha

(R10年度)

9,990ha
○

県内のJ－クレジットプロジェクト認証

を受けた面積

県内の森林において、J－クレジット制度におけ
るプロジェクト認証を受けた森林の面積
(森林計画課)

(R6年度まで)

累計25,175ha

(R10年度まで)

累計31,000ha

炭素貯蔵建築物の認定件数
「ふじのくに炭素貯蔵建築物認定制度」により建
築物における県産材の炭素貯蔵量を認定した件数
(林業振興課)

(R6年度)

32件

(R7～R10年度)

累計177件

木質バイオマス(チップ)用材生産量
化石燃料・由来製品の代替利用が見込まれる、県
内の森林から生産されたチップ用材(丸太)の体積
(森林整備課)

(R6年度)

9.4万m3

(R10年度)

10万m3

（３）森林吸収源の確保

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

山地災害危険地区の整備地区数
山地災害危険地区における治山事業により整備し
た地区数(森林保全課)

(R6年度まで)

累計4,146地区

(R10年度まで)

累計4,190地区
○

森の防潮堤づくり(中東遠地域)の整備

延長

“森の防潮堤づくり”による海岸防災林の再整
備・機能強化を実施した延長(森林保全課)

(R6年度まで)

累計14,612m

(R10年度まで)

累計22,035m
○

森の力再生面積
森の力再生事業等により荒廃森林を再生した森林
の面積(森林計画課)

(R6年度まで)

累計22,043ha

(R10年度まで)

累計25,881ha

保護地域及び保護地域以外で生物多様性

保全に資する地域(ＯＥＣＭ)の面積

(うち自然共生サイト登録分)

自然公園など法令に基づき生物多様性の保全が図
られている区域と、それ以外の企業の森や自然共
生サイトなどの生物多様施保全に資する地域の合
計面積（自然保護課）

(R6年度まで)

累計245,950ha

(12,129ha)

(R10年度まで)

累計246,150ha

(25,626ha)

○

伊豆・富士地域ニホンジカ推定生息頭数
階層ベイズ法により算出した、伊豆及び富士地域
における推定生息頭数（中央値）(自然保護課)

(R6年度)

32,700頭

(R10年度)

7,000頭

（２）多様性のある豊かな森林に向けた整備・保全
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成果指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

自然とのふれあいや緑化活動に参加する

県民の数

自然ふれあい施設利用者及び自然体験プログラム、
森づくり県民大作戦、緑化活動に参加する県民の
数(環境ふれあい課)

(R3～R6年度)

累計3,990千人

(R7～R10年度)

累計4,000千人
○

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

ＳＮＳによる森林・林業に関する情報

発信件数
県民理解の促進のため、ＳＮＳによる森林・林業
関係の情報発信件数(森林計画課課)

(R6年度)

218件

毎年度

150件

自然ふれあい施設における自然体験プロ

グラム実施回数

自然ふれあい施設における指定管理者が実施する
自然体験プログラムの回数(環境ふれあい課)

(R6年度)

178回

毎年度

180回

しずおか未来の森サポーター企業数
社会貢献活動や里山林の課題解決として、森林整
備活動等への参加や間伐に寄与する紙を購入した
企業数(環境ふれあい課)

(R6年度まで)

累計157社

(R10年度まで)

累計173社

森林環境教育に取り組む市町数
森林体験活動により森林・林業への理解と関わり
を促すため、森林環境教育に取り組む市町数
(環境ふれあい課)

(R6年度)

18市町

(R10年度)

30市町

活動指標 指標の説明(出典、調査機関等) 基準値 目標値 総合計画

森林サービス産業等に取り組む団体数
森林空間を健康、観光、教育等の多様な分野で活
用する森林サービス産業や関係人口拡大に取り組
む団体数(環境ふれあい課)

(R6年度)

24団体

(R10年度)

28団体

しいたけ生産量
乾しいたけ生産量と生しいたけ生産量の総量
(林業振興課)

(R6年度)

1,537トン

(R10年度)

1,850トン

方向３ 社会全体で取り組む魅力ある森林づくり

（１）県民と協働で進める森林づくり

（２）地域資源を活かした山村づくり
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